
よしかわ議会だより� ４�よしかわ議会だより�１７�

　
市
役
所
本
庁
舎
３
階
に
あ
り
ま
す
。�

　
本
会
議
は
議
場
で
開
か
れ
ま
す
。

こ
こ
で
、
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議

案
を
調
べ
話
し
合
い
、
議
会
の
意
思

を
決
定
し
ま
す
。�

��

　
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
に
あ
り
ま

す
。
委
員
会
室
は
２
つ
あ
り
、
総
務

常
任
委
員
会
と
福
祉
生
活
常
任
委
員

会
は
２
０
１
委
員
会
室
で
、
文
教
常

任
委
員
会
と
建
設
水
道
常
任
委
員
会

は
２
０
２
委
員
会
室
で
そ
れ
ぞ
れ
開

催
さ
れ
ま
す
。�

　
議
会
休
会
中
に
は
、
市
役
所
の
会

議
室
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。�

������

　
本
会
議
は
通
常
午
前
１０
時
か
ら
開

催
さ
れ
ま
す
。
傍
聴
受
付
で
傍
聴
者

受
付
簿
に
氏
名
、
住
所
を
記
入
し
て

か
ら
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。�

��

　
委
員
会
は
通
常
午
前
９
時
３０
分
か

ら
開
催
さ
れ
ま
す
。
委
員
会
室
前
で

傍
聴
者
受
付
簿
に
氏
名
、
住
所
を
記

入
し
て
か
ら
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。�
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私
は
、
市
長
就
任
以
来
、
こ
れ
か
ら

の
自
治
体
運
営
に
は
、
市
民
と
行
政
と

が
確
か
な
信
頼
関
係
を
築
き
な
が
ら
協

働
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
の
考
え
に
立
ち
、
市
民
と
の
対
話

を
通
じ
て
、
課
題
を
共
有
し
、
知
恵
や

力
を
寄
せ
合
っ
て
、「
市
民
主
役
の
ま
ち

づ
く
り
」
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い

と
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。「
ま
ち

づ
く
り
の
主
役
は
、
そ
こ
で
生
活
を
営

む
市
民
で
ご
ざ
い
ま
す
。」�

　
今
後
も
、
こ
の
考
え
に
立
ち
、
市
民

の
皆
様
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
さ

ら
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
、
市
民
が

愛
着
と
誇
り
を
共
有
で
き
る
ま
ち
づ
く

り
に
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
を
し
て
お

り
ま
す
。�

　
我
が
国
の
経
済
は
、
消
費
に
弱
さ
が

み
ら
れ
る
も
の
の
、
企
業
部
門
の
好
調

さ
に
支
え
ら
れ
、
引
き
続
き
景
気
回
復

の
動
き
が
継
続
す
る
と
見
込
ま
れ
て
お

り
ま
す
。�

　
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
、
人
口
の
自

然
減
、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
の
退
職

な
ど
に
よ
り
、
労
働
人
口
が
減
少
す
る

一
方
で
、
社
会
保
障
関
係
費
の
自
然
増

な
ど
に
よ
り
、
依
然
と
し
て
大
幅
な
財

源
不
足
が
生
じ
る
も
の
と
見
込
ま
れ
て

お
り
、
地
方
の
果
た
す
役
割
は
、
ま
す

ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご

ざ
い
ま
す
。�

　
当
市
に
お
き
ま
し
て
は
、
平
成
１
７

年
９
月
に
策
定
い
た
し
ま
し
た
、
財
政

健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
よ
り
「
歳

入
に
見
合
っ
た
歳
出
構
造
」
へ
の
転
換

を
図
っ
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
を
見
据

え
る
と
決
し
て
楽
観
で
き
る
状
況
に
は

な
く
、
引
き
続
き
、
極
め
て
厳
し
い
財

政
状
況
が
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

《
後
期
基
本
計
画
》�

・
安
全
安
心
の
ま
ち
づ
く
り�

・
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
ま
ち
づ

く
り�

・
食
で
育
む
健
康
の
ま
ち
づ
く
り�

・
自
立
す
る
活
動
的
な
ま
ち
づ
く
り�

《
第
４
次
吉
川
市
総
合
振
興
計
画
施
策
大
綱
》�

・
心
ふ
れ
あ
う
ひ
ら
か
れ
た
ま
ち
づ
く

り
…
市
民
交
流�

・
元
気
で
や
さ
し
さ
あ
ふ
れ
た
ま
ち
づ

く
り
…
健
康
福
祉�

・
や
す
ら
ぎ
と
う
る
お
い
の
あ
る
快
適

な
ま
ち
づ
く
り
…
生
活
環
境�

・
人
と
自
然
が
調
和
し
た
ま
ち
づ
く
り

…
都
市
基
盤�

・
魅
力
的
で
活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
…

産
業
振
興�

・
い
き
が
い
と
学
ぶ
楽
し
さ
を
生
む
ま

ち
づ
く
り
…
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ�

　
「
市
民
が
主
役
」「
市
民
と
の
信
頼

関
係
の
構
築
」。
そ
の
姿
勢
、言
葉
に

は
共
感
。
そ
の
立
場
で
●
栄
小
通
学

区
問
題
の
総
括
●
数
字
の
大
幅
な
見

込
み
違
い
●
混
乱
と
不
信
を
招
い
た

責
任
●
マ
ン
モ
ス
校
化
の
克
服
策
を

問
い
た
い
。
市
長
は
●
ご
迷
惑
、
ご

心
配
を
か
け
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び

し
た
い
と
陳
謝
●
予
測
数
字
は
住
民

基
本
台
帳
を
も
と
に
算
入
、
予
想
以

上
の
転
入
だ
っ
た
●
マ
ン
モ
ス
校
化

に
つ
い
て
は
学
校
施
設
の
活
用
や
教

育
課
程
の
工
夫
、
保
護
者
と
連
携
、

協
議
し
て
対
応
し
た
い
●
プ
レ
ハ
ブ

教
室
は
必
要
に
応
じ
て
増
設
と
の
意

向
を
表
明
●
都
市
計
画
税
に
つ
い
て

は
、
都
市
計
画
や
区
画
整
理
事
業
に

当
て
る
目
的
税
、
０
・
３
％
の
制
限

税
率
の
枠
内
で
平
成
２０
年
度
か
２１
年

度
の
導
入
を
検
討
す
る
と
強
調
●
吉

川
新
駅
に
つ
い
て
は
、
１９
年
度
都
市

計
画
決
定
、
２３
年
度
開
業
の
方
針
で

臨
む
●
中
曽
根
小
の
大
規
模
改
修
は

耐
震
補
強
工
事
の
他
、
屋
根
、
内
装
、

外
壁
、
照
明
、
暖
房
等
全
面
的
に
改

修
す
る
●
吉
川
橋
架
け
替
え
工
事
は
、

こ
の
２
月
に
幅
員
構
成
を
変
更
、
１９

年
度
中
に
詳
細
設
計
、
事
業
説
明
会
、

用
地
測
量
、
買
収
の
開
始
。
完
成
は

お
よ
そ
１０
年
後
と
説
明
●
洪
水
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
は
、
周
辺
自
治
体
と
の

共
同
作
業
、
浸
水
の
想
定
地
域
、
避

難
場
所
な
ど
の
マ
ッ
プ
。
２０
年
度
に

市
民
に
周
知
の
予
定
と
質
問
に
答
え

た
。�

������������

（問）
　
市
民
と
行
政
の
協
働
推
進
の
基

本
方
針
策
定
の
考
え
方
を
伺
い
ま
す
。�

（答）
市
長
　
新
た
な
行
政
運
営
の
在
り

方
を
市
民
参
画
協
議
会
を
中
心
に
議

論
し
て
頂
く
。�

（問）
　
水
道
水
フ
ロ
リ
デ
ー
シ
ョ
ン
の

導
入
は
。�

（答）
市
長
　
有
効
性
と
安
全
性
は
十
分

認
識
し
て
い
る
、
市
民
の
理
解
が
重

要
、
他
の
施
策
も
考
慮
し
さ
ら
に
検

討
し
て
い
く
。�

（問）
　
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設

　�

伊
藤
　
正
勝�

市
民
改
革

市
民
改
革
ク
ラ
ブ�

市
民
改
革
ク
ラ
ブ�

中
武
　
紘
一�

　吉川市議会定例会は、おおむね次のとおりに行われます。カッコ内の日
数は会議、審査に要する日数を表しています。�

7　定例会の流れ�

●召集�
市長は開会日の７日前に招集を告示します。�

●議会運営委員会（１日）�
定例会の会期案や議会の進め方などを協議します。�

●本会議（１日）�
議案の上程�
　議案を議題として審議の対象とします。�
提案理由の説明�
　提案者が議案の提案理由と内容を説明します。�

●本会議（１～２日）�
議案に対する質疑�
　議員は議案についてわからないことを提案者に質問できます。�
委員会付託�
　議案や請願を専門的に審査するため、担当委員会に審査をゆだねます。�

●委員会（１日～５日）�
議案に対する質疑�
　議案や請願について、議員が市役所の担当部長、担当課長に質問して
専門的に調査します。�
議案に対する討論�
　審査した議案や請願に対して、賛成・反対の意見を表明します。�
議案に対する採決�
　委員会として賛成すべきか反対すべきかを決定します。�

●本会議（１日）�
委員長報告�
　委員会での審査の経過と結果について報告します。�
委員長報告に対する質疑�
　議員は、委員長報告に対して質問できます。�
議案に対する討論�
　議員は、議案や請願について賛成か反対かの意見を述べることができ
ます。�
議案に対する採決�
　吉川市議会として賛成すべきか反対すべきかを決定します。その結果
が市議会の意思の決定、すなわち議決になります。�

●本会議（３日）�
一般質問�
　議員が市役所の仕事が市民の意思にかなったものになっているか、市
長や担当部長などに質問します。�

（定例会開会）�

議案調査（１日）�
　議員は提案者の説明や資料から議案の内容を調べます。�

委員長報告書作成（１日）�
　委員長は委員会での審査の経過と結果について報告書をつくります。�

（定例会閉会）�

平成19年度�

施政方針�

〈一 部 抜 粋〉�

市長の施政方針に対する�

公
明
党

公
明
党�

吉
川
市
議
員
団

吉
川
市
議
員
団�

公
明
党�

吉
川
市
議
員
団�

代 表 質 問�代 表 質 問�代 表 質 問�
　定例会開会日に市長より平成１９年度の施政方針が報告され、翌日、それに対しての各会派の代表質
問を行いました。以下に、その内容の一部を掲載いたします。�
　なお、質問、答弁とも質問者が要約したものです。�
※施政方針は市のホームページの（http://www.city.yoshikawa.saitama.jp）の「市長のページ」をご覧ください。�


